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事業主・労働者の皆様へ

令和元年８月１日以前にチェーンソーを用いた

伐木作業に係る特別教育を修了された方必見！

チェーンソーに係る特別教育の内容について、労働安全衛
生規則等が改正され、令和２年８月１日より施行されまし
た。そのため、令和２年８月１日以降からは新たに特別教
育を修了していなければ無資格就労となります。

胆振から
死亡労働災害を撲滅しよう！

室蘭労働基準監督署独自スローガン

現場力で築く だれもが安心して働けるいぶり

特別教育等修了証内で修了の有無の見方

① ②

①の講習の種類の欄に「伐木等業務補講〇」と記載されていること
②の交付日の欄に令和元年８月１日以降の日付が入っていること




